
  
○横浜市男女共同参画推進条例施行規則 

平成13年6月29日 
規則第74号 

横浜市男女共同参画推進条例施行規則をここに公布する。 
横浜市男女共同参画推進条例施行規則 
 

(趣旨) 
第1条 この規則は、横浜市男女共同参画推進条例(平成13年3月横浜市条例第18号。以下

「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 
 

(相談の申出) 
第2条 条例第10条第1項の規定による申出をしようとする者は、相談申出書(別記様式)を
市長に提出しなければならない。 

 
(調査の通知) 

第3条 市長は、条例第10条第3項の規定による調査を行おうとする場合は、当該調査に係

る関係者に対し、その旨を書面により通知するものとする。ただし、特別の事由がある

ときは、この限りでない。 
 

(委員) 
第4条 条例第12条第1項の横浜市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の委員は、

次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。 
(1) 学識経験のある者 
(2) 市民 
(3) 条例第2条第3号に規定する事業者 
(4) その他市長が必要と認める者 
 
(会長) 

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、

その職務を代理する。 
 

(会議) 
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 
3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の

決するところによる。 
 

(部会) 
第7条 審議会に、部会を置くことができる。 



  
2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。 
3 部会に部会長を置き、部会の委員の互選によりこれを定める。 
 

(関係者の出席等) 
第8条 会長は、審議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその

意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 
 

(庶務) 
第9条 審議会の庶務は、政策局において処理する。 

(平18規則84・平22規則29・平27規則61・一部改正) 
 

(審議会の運営) 
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会

に諮って定める。 
 

(委任) 
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、政策局長が定める。 

(平18規則84・平22規則29・平27規則61・一部改正) 
 

附 則 
(施行期日) 

1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。 
(横浜市男女共同参画審議会規則の廃止) 

2 横浜市男女共同参画審議会規則(平成13年3月横浜市規則第32号)は、廃止する。 
(経過措置) 

3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の横浜市男女共同参画審議会規則第

3条第1項の規定により互選されている会長及び同条第3項の規定により指名されている

委員は、それぞれ第5条第1項の規定により互選された会長及び同条第3項の規定により

指名された委員とみなす。 
 

附 則(平成18年3月規則第84号)抄 
(施行期日) 

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。 
(経過措置) 

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例

による。 
 

附 則(平成22年3月規則第29号)抄 
(施行期日) 

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。 
(経過措置) 



  
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例

による。 
 

附 則(平成27年5月規則第61号) 
この規則は、公布の日から施行する。 

 
別記様式(第2条) 
 
  

相談申出書 
 

年  月  日  
 
(申出先) 
横浜市長 

住所             
申出者 氏名             

生年月日  年  月  日    
 

 横浜市男女共同参画推進条例第10条第1項の規定により、次のように申し出ます。 
申出の趣旨   
申出の内容   
他の機関への相談等の状況  □ している。   □ していない。 

(相談等をしている場合には、具体的に記入してくださ

い。) 

備考   

 
(注意)  1 市外にお住まいで市内に在勤(在学)する方は、備考欄に会社名(学校名)及び

その所在地を記入してください。 
     2 その他備考欄には、申出に関して配慮を望むこと等を記入してください。 

(A4)  
 


